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貸 借 対 照 表 

（2025年９月30日現在） 
（単位：千円） 

 
科 目 金 額 科 目 金 額 

資産の部 負債の部 

流動資産 10,679 流動負債 208 

現金及び預金 10,065 未払費用 30 

売掛金 51 未払法人税等 178 

立替金 562   

  負債合計 208 

   

  純資産の部 

  株主資本 10,470 

  資本金 1,000 

  利益剰余金 9,470  

  その他利益剰余金 9,470  

  繰越利益剰余金 9,470  

    

  純資産合計 10,470 

資産合計 10,679 負債純資産合計 10,679 

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

（ 2024年10月１日から 
2025年９月30日まで ） 

（単位：千円） 
 

科 目 金 額 

売 上 高  5,810 

売 上 原 価  4,489 

売 上 総 利 益  1,320 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  739 

営 業 利 益  581 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 14 14 

営 業 外 費 用   

保 証 債 務 弁 済 80  

そ の 他 15 95 

経 常 利 益  500 

税 引 前 当 期 純 利 益  500 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 180 180 

当 期 純 利 益  320 
 

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 

（ 2024年10月１日から 
2025年９月30日まで ） 

（単位：千円） 
 

 

株主資本 

純 資 産 合 計 
資 本 金 

利 益 剰 余 金 

株 主 資 本 
合 計 

そ の 他 利 益 
剰 余 金 利 益 剰 余 金 

合 計 繰 越 利 益 
剰 余 金 

当 期 首 残 高 1,000 9,150 9,150 10,150 10,150 

当 期 変 動 額      

当 期 純 利 益  320 320 320 320 

株主資本以外の項目の当期変動
額 ( 純 額 ) 

     

当 期 変 動 額 合 計 － 320 320 320 320 

当 期 末 残 高 1,000 9,470 9,470 10,470 10,470 

 
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

⑴ 収益及び費用の計上基準 

当社は、主要な事業における、収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時

点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

①  賃料保証 

賃料保証事業は、顧客との保証委託契約に基づき顧客が締結する賃貸借契約に付随して賃料保証を行

う履行義務を負っております。 

賃料保証に係る履行義務はサービスの提供をもって充足されることから、サービス提供完了時点で収

益を認識しております。 

 

⑵ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

該当事項はありません。 

 

２．株主資本等変動計算書に関する注記 

⑴ 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

株 式 の 種 類 
当 事 業 年 度 

期 首 の 株 式 数 

当 事 業 年 度 

増 加 株 式 数 

当 事 業 年 度 

減 少 株 式 数 

当 事 業 年 度 末 の 

株 式 数 

普 通 株 式 20,000株 －株 －株 20,000株 

 

⑵ 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数 

株 式 の 種 類 
当 事 業 年 度 

期 首 の 株 式 数 

当 事 業 年 度 

増 加 株 式 数 

当 事 業 年 度 

減 少 株 式 数 

当 事 業 年 度 末 の 

株 式 数 

普 通 株 式 －株 －株 －株 －株 

 

⑶ 剰余金の配当に関する事項 

① 配当金の支払額等 

該当事項はありません。 

 

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの 

該当事項はありません。 

 

⑷ 当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

該当事項はありません。 

 

３．収益認識に関する注記 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記（1）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 


